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 原則的な計算方法「一般課税」の場合 

 ■ 一般課税により申告される方は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿と請求書等の両方を保存する必要があります。

 ■ 帳簿と請求書等の両方の保存がないと、仕入れや経費の支払の際の消費税分を控除することができません。

 
 
 
 
 

■ 前々年の課税売上高が5,000万円以下の方は、「簡易課税制度」を選択できます。 

 
 

消費税の      課税売上げに     課税売上げに 
納付税額     係る消費税額      係る消費税額 

    

 

  （注） 事業者の方の申告所得税が赤字申告となるような場合であっても、消費税及び地方消費税を納付して 
いただく必要が生じる場合があります。 

 
  

■ 平成 15 年分の課税売上高が 1,000 万円超 ⇒ 平成 17 年分の課税事業者 

■ 平成 16 年分の課税売上高が 1,000 万円超 ⇒ 平成 18 年分の課税事業者 

簡易課税制度とは？

みなし 
仕入率

消費税が変わりました 

チェック２ 
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次の表は、簡易課税制度適用事業者の方用に、業種別に目安となる納税額を表示したものです。 

区　分
卸売業

（第１種事業）

小売業

（第２種事業）

農業､林業､
漁業､建設業､
製造業など

（第３種事業）

飲食店業､
金融･保険業

など
（第４種事業）

不動産業､
運輸通信業､

サービス業など
（第５種事業）

みなし仕入率 ９０％ ８０％ ７０％ ６０％ ５０％

売上に対する
納税額の目安率

0.5％ １％ 1.5％ ２％ 2.5％

年間課税売上高
万円 万円 万円 万円 万円 万円

１,０００ ５ １０ １５ ２０ ２５

２,０００ １０ ２０ ３０ ４０ ５０

３,０００ １５ ３０ ４５ ６０ ７５

年　間　の　納　税　額

 ＜ポイント＞ 
原則的な計算方法「一般課税」では、

この部分が課税仕入れ等に係る消費

税額（実額）となります。 

選 択 す る
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  振替納税を利用される方は、「納付書送付依頼書・預貯金口座振替依頼書」を提出してください。 

  
 
 
 
 
 

平成１８年３月３１日（金）まで 
  振替納税をご利用の方の振替日は、平成 18 年２月頃に国税庁ホームページでお知らせします。 

 

 

 

 

■ 平 成 17 年 に 新 た に 課 税 事 業 者 と な っ た 方  

■ 平 成 18 年 に お い て 課 税 事 業 者 で あ る 方 

平成 17 年 12 月 31 日 までに 

「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です! 

課 税 事 業 該
納 付 方 法 は

安 全 ･便 利 な 振振 替替 納納 税税 を ご 利 用 く だ さ い ！  
ステップ１ 

申 告 ・ 納 付 の 期 限 は

平 成 17 年 分 の 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の申告･納付は  
ステップ２ 

■ 簡易課税制度では、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額の設備投資を行った場合 

などで一般課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。 
■ 簡易課税制度を選択された方は、２年間以上継続した後でなければ、選択をやめることはできません。 
 

い ず れ も  

＜ご注意＞ 

詳 し く は 、 最 寄 り の 税 務 署 ま た は 税 務 相 談 室

へ お 気 軽 に お 尋 ね く だ さ い 。  

国税庁ホームページ  http://www.nta.go.jp/

金沢国税局ホームページ  http://www.kanazawa.nta.go.jp/

申告・納税の相談窓口

簡易課税制度の選択 

17 年 12 月 31 日まで 
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